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 野村日本債券インデックスファンド 
運用報告書(全体版) 

 
第70期（決算日2025年10月20日） 第71期（決算日2026年１月20日） 

 
作成対象期間（2025年７月23日～2026年１月20日） 

受益者のみなさまへ 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡ 
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券／インデックス型 
信 託 期 間 2008年３月３日以降、無期限とします。 

運 用 方 針 
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資
し、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 

主な投資対象 
野村日本債券 

インデックスファンド 
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 

マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。 

主な投資制限 

野村日本債券 
インデックスファンド 

株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、信託財産の純資産総
額の５％以内とします。 
外貨建資産への投資は行ないません。 

マザーファンド 
株式への投資は行ないません。 
外貨建資産への投資は行ないません。 

分 配 方 針 
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等
の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。 
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野村日本債券インデックスファンド

○最近10期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

ベ ン チ マ ー ク 
ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 

(分配落) 
税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 
期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％  ％ ％ ％ 百万円 

62期(2023年10月20日) 9,273 10 △3.3 362.058 △3.2 99.1 － 800 

63期(2024年１月22日) 9,405 10 1.5 367.877 1.6 99.4 － 747 

64期(2024年４月22日) 9,242 10 △1.6 362.245 △1.5 99.6 － 729 

65期(2024年７月22日) 9,103 10 △1.4 357.518 △1.3 99.3 － 698 

66期(2024年10月21日) 9,158 10 0.7 360.425 0.8 99.6 － 683 

67期(2025年１月20日) 9,026 10 △1.3 355.996 △1.2 99.5 － 645 

68期(2025年４月21日) 8,870 10 △1.6 350.562 △1.5 99.5 － 607 

69期(2025年７月22日) 8,727 10 △1.5 345.732 △1.4 99.5 － 592 

70期(2025年10月20日) 8,644 10 △0.8 343.183 △0.7 99.4 － 545 

71期(2026年１月20日) 8,266 10 △4.3 329.033 △4.1 99.3 － 514 
 
＊基準価額の騰落率は分配金込み。 

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 

 

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。

また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 
  

 

○当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決 算 期 年 月 日 
基 準 価 額 

ベ ン チ マ ー ク 
ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率 

 騰 落 率  騰 落 率 

第70期 

(期  首) 円 ％  ％ ％ ％ 

2025年７月22日 8,727 － 345.732 － 99.5 － 

７月末 8,707 △0.2 344.963 △0.2 99.8 － 

８月末 8,678 △0.6 343.894 △0.5 100.0 － 

９月末 8,668 △0.7 343.617 △0.6 99.7 － 

(期  末)       

2025年10月20日 8,654 △0.8 343.183 △0.7 99.4 － 

第71期 

(期  首)       

2025年10月20日 8,644 － 343.183 － 99.4 － 

10月末 8,669 0.3 344.187 0.3 99.8 － 

11月末 8,568 △0.9 340.282 △0.8 99.5 － 

12月末 8,458 △2.2 336.029 △2.1 99.5 － 

(期  末)       

2026年１月20日 8,276 △4.3 329.033 △4.1 99.3 － 
 
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 
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野村日本債券インデックスファンド

◎運用経過 

○作成期間中の基準価額等の推移 
 

  

  
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2025年７月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。ベンチマークは、作成期首（2025年７月22日）の値が基準価額と同一となるように計算して

おります。 

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 

 

○基準価額の主な変動要因 
債券価格の変動 

債券の利金収入 
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野村日本債券インデックスファンド

○投資環境 
国内債券市場は、債券価格の下落によりリターンはマイナスとなりました。 

当作成期では、2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡

大が意識されたこと、2025年12月に日銀による追加利上げが実施されたこと、および今後の利

上げ継続が警戒されたことなどから国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。 

 

○当ファンドのポートフォリオ 
当ファンド 

当作成期を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。 

 

マザーファンド 

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質

的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。 

 

○当ファンドのベンチマークとの差異 
当作成期の基準価額の騰落率は－5.1％とな

り、ベンチマークの－4.8％を0.3ポイント下回

りました。主な差異要因は以下の通りです。 

 

（マイナス要因） 

当ファンドの信託報酬及びマザーファンド

における売買コストなどのコスト負担が生じ

ること。 

 

（その他要因） 

ベンチマークとファンドで評価時価に違い

があること。 
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野村日本債券インデックスファンド

◎分配金 

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。 

 

○分配原資の内訳 

 （単位：円、１万口当たり・税込み） 

項 目 
第70期 第71期 

2025年７月23日～ 
2025年10月20日 

2025年10月21日～ 
2026年１月20日 

当期分配金 10  10  

(対基準価額比率) 0.116％ 0.121％ 

 当期の収益 10  10  

 当期の収益以外 －  －  

翌期繰越分配対象額 750  752   
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

 

 

◎今後の運用方針 

当ファンド 

マザーファンドを高位に組み入れます。 

 

マザーファンド 

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質

的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。 
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野村日本債券インデックスファンド

○１万口当たりの費用明細 (2025年７月23日～2026年１月20日) 

項 目 
第70期～第71期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 18  0.203  (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） ( 8)  (0.088)  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 
基準価額の算出等 

 （ 販 売 会 社 ） ( 9)  (0.101)  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 
および事務手続き等 

 （ 受 託 会 社 ） ( 1)  (0.014)  ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 

（b） そ の 他 費 用 0   0.001   (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.001)  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 

 合 計 18   0.204    

作成期間の平均基準価額は、8,624円です。  

 
＊作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

＊その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 
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野村日本債券インデックスファンド

（参考情報） 

◯総経費率 

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び

有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）

を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.41％です。 
 

  
（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 

（注）各比率は、年率換算した値です。 

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。 

（注）当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。 

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 
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野村日本債券インデックスファンド

○売買及び取引の状況 (2025年７月23日～2026年１月20日) 

 

銘 柄 
第70期～第71期 

設 定 解 約 
口 数 金 額 口 数 金 額 

 千口 千円 千口 千円 
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 10,108 11,877 53,082 62,502 

 
＊単位未満は切り捨て。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2025年７月23日～2026年１月20日) 

 

＜野村日本債券インデックスファンド＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞ 

区       分 

第70期～第71期 

買付額等 
Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
公社債 373,624 67,125 18.0 201,966 2,055 1.0 

平均保有割合 0.0%       
 
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。 
 

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村
證券株式会社です。 

 

○組入資産の明細 (2026年１月20日現在) 

 

銘 柄 
第69期末 第71期末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 498,182 455,208 514,612 
 
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。 

 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 

親投資信託残高 
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野村日本債券インデックスファンド

○投資信託財産の構成 (2026年１月20日現在) 

項 目 
第71期末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 514,612 99.6 

コール・ローン等、その他 1,920 0.4 

投資信託財産総額 516,532 100.0 
 
＊金額の単位未満は切り捨て。 

 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 
第70期末 第71期末 

2025年10月20日現在 2026年１月20日現在 

  円 円 

(A) 資産 571,961,488   516,532,390   

 コール・ローン等 648,037   699,446   

 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 545,250,663   514,612,948   

 未収入金 26,062,780   1,219,982   

 未収利息 8   14   

(B) 負債 26,656,211   1,867,546   

 未払収益分配金 630,850   622,595   

 未払解約金 25,440,223   690,976   

 未払信託報酬 582,023   549,797   

 その他未払費用 3,115   4,178   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 545,305,277   514,664,844   

 元本 630,850,201   622,595,493   

 次期繰越損益金 △ 85,544,924   △107,930,649   

(D) 受益権総口数 630,850,201口 622,595,493口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 8,644円 8,266円 
 

（注）第70期首元本額は678,385,018円、第70～71期中追加設定元本額は23,223,074円、第70～71期中一部解約元本額は79,012,599円、１口当た

り純資産額は、第70期0.8644円、第71期0.8266円です。 
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野村日本債券インデックスファンド

○損益の状況 

項 目 
第70期 第71期 

2025年７月23日～ 
2025年10月20日 

2025年10月21日～ 
2026年１月20日 

  円 円 

(A) 配当等収益 539   757   

 受取利息 539   757   

(B) 有価証券売買損益 △  3,997,824   △ 22,218,634   

 売買益 230,917   225,995   

 売買損 △  4,228,741   △ 22,444,629   

(C) 信託報酬等 △    585,138   △    553,975   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △  4,582,423   △ 22,771,852   

(E) 前期繰越損益金 △ 92,973,448   △ 95,025,826   

(F) 追加信託差損益金 12,641,797   10,489,624   

 (配当等相当額) (   40,091,851)  (   39,713,689)  

 (売買損益相当額) (△ 27,450,054)  (△ 29,224,065)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △ 84,914,074   △107,308,054   

(H) 収益分配金 △    630,850   △    622,595   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △ 85,544,924   △107,930,649   

 追加信託差損益金 12,641,797   10,489,624   

 (配当等相当額) (   40,099,645)  (   39,720,465)  

 (売買損益相当額) (△ 27,457,848)  (△ 29,230,841)  

 分配準備積立金 7,260,947   7,110,399   

 繰越損益金 △105,447,668   △125,530,672   
 
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 

＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 

＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

 

（注）分配金の計算過程（2025年７月23日～2026年１月20日）は以下の通りです。 

項 目 
第70期 第71期 

2025年７月23日～ 
2025年10月20日 

2025年10月21日～ 
2026年１月20日 

a. 配当等収益(経費控除後) 690,398円 705,793円 

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 0円 

c. 信託約款に定める収益調整金 40,099,645円 39,720,465円 

d. 信託約款に定める分配準備積立金 7,201,399円 7,027,201円 

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 47,991,442円 47,453,459円 

f. 分配対象収益(１万口当たり) 760円 762円 

g. 分配金 630,850円 622,595円 

h. 分配金(１万口当たり) 10円 10円 

 

  



品 名：90001_140416_071_02_野村日本債券インデックスファンド_1091359.docx 

日 時：2026/2/16 13:22:00 

ページ：10 

 

－ 10 － 

野村日本債券インデックスファンド

○分配金のお知らせ  

 第70期 第71期 

１万口当たり分配金（税込み） 10円 10円 
 
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。 

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。 

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。 
 

 

○お知らせ 

 該当事項はございません。 
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